
第 28回議会運営委員会会議記録 

開 閉 会 

日   時 

 令和８年４月７日（火曜）      午前９時 30分 開会 

休 憩 9:42-43 

午前 10時 03分 閉会 

会議場所  ３階委員会室 

出席委員  

氏   名 

委員長  渡辺洋一郎 委 員 立川 美穂  

副委員長 菊池 秀明 委 員 中村 和宏  

委 員  木村 淳彦 委 員 鈴木 健充  

委 員  堀切  忠  議 長 梶澤 幸治 

欠席委員  

氏   名 

   

   

説明等に  

出席した  

者の氏名  

   

   

   

事務局職員 事務局長 安田 敦史 総務係長 竹川 恭史 総務係主査 大石真澄 

１ 開 会 

・委員長が開会を告げ、事務局から本日の委員会の日程を説明する。 

２ 議 件 

（１）協議事項 

ア 芽室高校との意見交換会総括案について          当日資料１ 

イ ３月定例会議の振り返りについて               資料２ 

ウ 第５期芽室町総合計画の検証について             資料３ 

エ 令和８年度議員研修案（５月開催）について          資料４ 

オ 特別委員会の設置案について                 資料５ 

カ 議員定数と報酬の見直し（議会最終案）について        資料６ 

（２）調査事項 

ア 議会費補正予算案（５月臨時会議提案予定事項）について    資料７ 

イ 例規等の改正案（５月臨時会議提案予定事項等）について    資料８ 

３ その他 

（１）次回委員会の開催日程（予定）について 

正副一任 

（２）その他 

 

                                       

２ 議 件 

（１）協議事項 

ア 芽室高校との意見交換会総括案について  当日資料１ 

・菊池副委員長：芽室高校との意見交換会については、昨年12月18日に実施し、そ



の総括は、第17回全員協議会（２月10日開催）で一度共有したところだが、今回

の意見交換会において、議会だより３月号を議会と高校と協働事業として行う新

たな取り組みに展開したため、この事業に係る総括案を追加として正副で整理し

たので協議いただきたい（資料説明）。 

・委員長：意見・質疑はないか？ 

・（意見・質疑なし） 

・委員長：説明のとおり、議会運営委員会の総括案として決定することに異議ない

か？ 

・（異議なし） 

・委員長：４月14日開催予定の全員協議会（第23回）で協議する。以上で、協議事

項「ア」を終了する。 

 

イ ３月定例会議の振り返りについて  資料2-1～2-3 

・菊池副委員長：「資料2-1」を説明する。「１：趣旨」に記載のとおり、本日は、あ

らかじめ両常任委員会で整理した「３月定例会議の振り返り」のうち、議会運営委

員会として整理すべき事項について議運正副案を協議していただきたい。なお、両

常任委員会による「３月定例会議の振り返り」については、「資料2-2」及び「2-3」

を参照いただきたい（「２：『議会運営全般に関する検討事項の振り返り事項』及び

『対応案』／「３：『その他の振り返り事項』及び『対応案』」は全文説明）。 

・委員長：意見・質疑はないか？ 

・（意見・質疑なし） 

・委員長：決定することに異議ないか？ 

・（異議なし） 

・委員長：説明のとおり、次年度の取組みへ反映する。以上で、協議事項「イ」を終

了する。 

 

ウ 第５期芽室町総合計画の検証について  資料3-1.3-2 

・菊池副委員長：「資料3-1」の２ページをご覧いただきたい。この資料は、昨年12月

19日に議運で決定したものである。趣旨は「１：概要」に記載のとおり、来年度か

らスタートする「第６期芽室町総合計画策定」に向けた調査に先立ち、議会として

「第５期総合計画の評価」をすることを決定したもので、その手法は各議員の評価

を相互に共有することにより、多角的な視点の把握を図ることとしたものである。

また、具体的な評価手順は「２：評価基準」のとおりで、「３：スケジュール」に

基づき、昨年末から取り組み、当初の予定より１か月ほど遅れたが３月下旬にこの

スケジュールが完了した経過である。１ページにお戻りいただきたい。ただいま説

明した経過を踏まえて、議運正副案として、評価を踏まえた「検証手法」の案を説

明する。「２：検証手法」の（１）から（３）のとおり、８年前に行った「第４期

総合計画の検証」と同様の手法として、合同委員会により、今月と来月で検証作業

を行い、５月下旬には検証結果を町長に手交することで取り進めようとするもの

である。この進め方について協議いただきたい。 



・委員長：意見・質疑はないか？ 

・木村委員：合同委員会における検証の進め方は？各常任委員会で整理したものを

出し合うイメージか？ 

・委員長：お見込みのとおりである。 

・委員長：他にないか？ 

・（意見・質疑なし） 

・委員長：決定することに異議ないか？ 

・（異議なし） 

・委員長：説明のとおり、議会運営委員会の案として決定し、４月14日開催予定の

全員協議会（第23回）で協議する。以上で、協議事項「ウ」を終了する。 

 

エ 令和８年度議員研修案（５月開催）について  資料４ 

・事務局長：「資料４」の「２：令和８年度研修実施計画」の「（２）一般研修」とし

て、「①：栗山町議会基本条例制定20周年記念事業」を新年度の研修に追加するこ

とを議運の正副案としてお諮りしたい。正式案内文書は、先方の準備の都合もあ

り、まだ受理していないが、３月下旬に口頭で案内をいただいたものである。具体

的な日程は、５月17日（日曜）の午後１時30分から５時の予定。基調講演とパネ

ルディスカッションの２部構成で、登壇者には本町議会サポーターの江藤俊昭氏、

中尾修氏をはじめ、廣瀬克哉氏（法政大学教授）などとお聞きしている。本町議会

のほか、空知振興局管内の自治体議会や道内の先駆的な活動を実践されている議

会への案内もされるようである。本町議会としては当初の研修計画では予定して

いなかった事業であることから、出席するには予算措置が必要であり、具体的には

５月1日開催の臨時会議で補正予算の提案を要するため、本日の協議となることを

御理解いただきたい。 

・委員長：意見・質疑はないか？ 

・（意見・質疑なし） 

・委員長：決定することに異議ないか？ 

・（異議なし） 

・委員長：説明のとおり、議会運営委員会の案として決定し、４月14日開催予定の

全員協議会（第23回）で協議する。以上で、協議事項「エ」を終了する。 

 

オ 特別委員会の設置案について  資料５ 

・事務局長：「１：趣旨」に記載のとおり、第21回全員協議会（３月24日）で共通認

識を図った「芽室公園再整備基本計画」を議決事項に追加する「芽室町議会基本条

例」の一部改正後となるが、この審査機能について、条例改正と並行して整理して

おくために、特別委員会の設置について協議したい（以下「２」～「５」の説明）。 

 なお、特別委員会の機能にしようとする理由は、これまでの間、議決事項に規定し

た総合計画の基本計画、庁舎建設等の審査・調査に際しては特別委員会設置により

取り組んできたことの前例を踏まえて同様に取り扱おうとするものである。 

・委員長：意見・質疑はないか？ 



・立川委員：議決事項に規定されている「都市計画マスタープラン」については、連

合審査会を機能させたが、芽室公園再整備基本計画を特別委員会で審査しようと

する理由は？ 

・委員長：当該計画は、近年稀にみる大型事業であり、審査・調査に一定期間（約１

年）を費やす見込みであることから、全議員を構成とした特別委員会で臨もうと

するものである。 

・委員長：他にないか？ 

・（意見・質疑なし） 

・委員長：決定することに異議ないか？ 

・（異議なし） 

・委員長：説明のとおり、議会運営委員会の案として決定し、４月14日開催予定の

全員協議会（第23回）で協議する。以上で、協議事項「オ」を終了する。 

 

カ 議員定数と報酬の見直し（議会最終案）について  資料6-1.6-2 

・事務局長：かねてより調査研究、検討を重ねてきた「議員定数と報酬の見直し」に

ついて、本日は議会としての最終案を御協議いただきたい。最初に「資料6-2」を

ご覧いただきたい。３月３日の全員協議会で共通認識を図ったとおり、表の中ほど

に記載の「報酬・手当改正条例提案」は６月定例会議（初日）を目標に設定し、取

り組んでいるものである。昨年12月に議運からの答申、本年２月に議会改革諮問

会議からの答申を経て、特に諮問会議からの附帯意見への対応を整理後に、条例改

正提案する流れで進んできたものを示す資料となっている。附帯意見への対応に

ついては、現在進行形の事項及び今後取り組む事項として一定の整理が整ったこ

とから、このタイミングで最終案の確定をしようとするものである。「資料6-1」に

お戻りいただきたい。「１：最終案」は、２ページに記載のとおり、議運及び諮問

会議答申と同様である。また、「２：答申書」として、３ページから11ページは議

運の答申書を、12ページから15ページは諮問会議の附帯意見を添付したので参照

いただきたい。「３：今後の予定」は、先ほど申し上げたとおり議会提案時期は６

月、施行予定は来年の統一地方選挙後の任期からとして、令和９年５月１日としよ

うとするものである。 

・委員長：意見・質疑はないか？ 

・（意見・質疑なし） 

・委員長：決定することに異議ないか？ 

・（異議なし） 

・委員長：説明のとおり、議会運営委員会の案として決定し、４月14日開催予定の

全員協議会（第23回）で協議する。以上で、協議事項「カ」を終了する。 

 

（２）調査事項 

ア 議会費補正予算案（５月臨時会議提案予定事項）について  資料７ 

・総務係長：資料説明 

・委員長：意見・質疑はないか？  



・（意見・質疑なし） 

・委員長：決定することに異議ないか？ 

・（異議なし） 

・委員長：説明のとおり、議会運営委員会の案として決定し、４月14日開催予定の

全員協議会（第23回）で協議する。以上で、調査事項「ア」を終了する。 

 

イ 例規等の改正案（５月臨時会議提案予定事項等）について  資料８ 

・総務係長：資料説明 

・委員長：意見・質疑はないか？ 

・（意見・質疑なし） 

・委員長：決定することに異議ないか？ 

・（異議なし） 

・委員長：説明のとおり、議会運営委員会の案として決定し、４月14日開催予定の

全員協議会（第23回）で協議する。以上で、調査事項「イ」を終了する。 

 

３ その他 

（１）次回の委員会開催日程について  

・正副一任 

 

（２）その他 

・ 委員長：「その他」で各委員からないか？ 

・ （なし） 

・ 委員長：議長からないか？ 

・ （なし） 

・ 事務局からないか？ 

・ （なし） 

・ 委員長：以上で終了する。 

                    以上をもって議会運営委員会を閉会する。 

 

傍 聴 者 数 一般者 ０名 報道関係者 ０名 議 員 ０名 合計 ０名 

  

令和８年４月７日 

議会運営委員会委員長 渡辺 洋一郎 

 

 


